
№５２ 

 

補 助 金 等 調 書 

 

補助金等の名称 漁船保全修理施設改築事業補助金 担当課 経済課 

交付根拠法令等 漁船保全修理施設改築事業補助金交付要綱 終 期 令和５年３月３１日 

補 助 事 業 者 白糠漁業協同組合 補助金等の分類 補助金 

総合計画の施策 

体系(行政目標) 

施策分類 水産業振興 施策小分類 漁港施設の整備 

施策目的 漁業者は現在のニーズにあった安心で効率的な漁業活動を実施する

ため、施設等の整備を計画的に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

 白糠漁業における水産物の流通拠点である白糠漁港内漁船保全修理施設の

強度増加をし、安全性の向上及び、施設利用漁船の増加を図ため、状況改善に

取り組む漁協に対して水産振興の観点から支援を講じる。 

 

（事業） 

  地元漁業団体が共同利用設備の効率化のために行う改築に対する事業費の

負担について支援を講じる。 

 

・縦取線レール改築(延長：394.0m)、船台改築(引き揚げ船台：２台、横取り

船台：前後各２台) 

 

【事業費】29,000,000円×消費税率1.10 ＝ 31,900,000円 

 【補助基本額】(事業費の税抜部分)    29,000,000円 

 

・北海道支援部分（地域づくり総合交付金（間接補助））  14,500,000円 

 ・白糠町補助部分（②×1/2）              14,500,000円 

・白糠漁業協同組合（事業主体）自己資金 ※消費税部分  2,900,000円 

                        計  31,900,000円 

 

令和３年度 

収入決算額(a) 

令和３年度 

支出決算額(b) 
差し引き(a)－(b) 

(a)収入のうち 

町補助金額(c) 
(c)のうち一般財源 

31,900,000 31,900,000 0 29,000,000 0 

 


